
排ガス測定位置及び測定点概略図

排ガス測定位置

燃焼ガス温度

焼却炉 誘引ファン

煙突

集塵機

流入温度

二次燃焼室 急冷装置 ｻｲｸﾛﾝ ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ



対象期間：平成２９年４月１日　～　平成３０年３月３１日

1 焼却した産業廃棄物の種類及び数量［規12条の7の3の1のｲ］ 単位：ｔ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

13.11 20.13 30.39 23.56 34.82 20.64 29.95 28.23 47.5 29.93 19.44 44.02

0.58 0.19 0.38 1.69 0.27 0.12 0.73 0.28 0.52 0.072 3.744 0.149

0.07 0.03 0.01 0.01 0.06 0.05 0.32 0.004 0.04 0.02 0.01 0.09

0.24 0.9 0.02 0.01 1.51 0.05 0.56 0.5 0.4 0.3 1.75 3.51

215.5 218.9 197.2 211.1 167.1 215.4 211.1 204.20 283.2 203.7 203.5 237.8

35.92 36.48 32.87 35.22 27.85 35.9 35.18 34.03 47.2 33.94 33.91 39.63

26.94 27.36 24.65 26.41 20.89 26.93 26.38 25.53 35.4 25.46 25.43 29.72

22.45 22.8 20.54 22.01 17.41 22.44 21.99 21.27 29.5 21.21 21.19 24.77

42 37.3 8 10.35 16 0.25 8 11.5 29 47 26 19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.08 8.63 9.08 8.496 9.135 7.782 8.58 8.622 10.14 9.783 9.54 10.146

2 焼却した産業廃棄物の種類及び数量［規12条の7の3の1のロ及びニ]

煙突測定口 煙突測定口 煙突測定口 煙突測定口

H29.7.7 H29.7.7 H29.11.17 H30.3.10 4月

H29.7.19 H29.8.7 H29.11.27 H30.3.16 5月

協定値等 6月

0.15以下 0.002 ― 0.002 0.002 7月

5.2以下 0.035 ― 0.034 0.036 8月

200以下 110 ― 130 110 9月

350以下 4.1 ― 3.2 3.2 10月

5以下 ― 0.23 ― ― 11月

運転中連続測定結果等 12月

　　燃焼ガス温度 ：　　全て800℃以上 1月

　　集塵機流入温度 ：　　全て200℃未満 2月

　　一酸化炭素濃度 ：     100ppm未満 3月

※運転中の連続記録紙は宮迫工場にて保管。

[廃棄物処理法第8条の4及び第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理に関する記録]

種類

産業廃棄物

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残さ

動物系固形不要汚物

ゴムくず

特別管理産業廃棄物 感染性産業廃棄物

3  ばいじんの除去実施状況と措置［規12条の7の3のﾊ］

測定（採取）位置 冷却装置 排ガス処理設備

採取した年月日 4・11・18・25 4

測定結果が得られた年月日 2・9・16・23・30 2

換算窒素酸化物濃度 　（volppm） 5・12・19・26 5

換算塩化水素濃度　　　（mg/m
3
N） 3・10・17・24・31 3

換算ばいじん濃度　     （g/m
3
N） 4・11・18・25 4

全硫黄酸化物排出量 　（m
3
/h） 1・8・22・29 1

ダイオキシン類排ガス　（ng‐TEQ/m
3
） 7・14・21・28 7

6・13・20・27 6

5・12・19・26 5

9・16・23・30 9

6・13・20・27 6

測
定
結
果

規制項目 6・13・20・27 6


